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序章 平川市都市計画マスタープランとは 

序－１ 目的 
都市計画マスタープランとは、平成 4年の都市計画法改正において、新たに位置づけられた都市計

画法第 18条の 2に規定する｢市町村の都市計画に関する基本的な方針｣として定めるものであり、｢市

町村総合計画｣や都道府県が広域的視点から都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定める「都

市計画区域マスタープラン」等の内容に即し、都市づくりの方向性を示すものです。 

「平川市都市計画マスタープラン」は、本市が目指す将来都市像の実現に向けたまちづくりの基本

方針であり、市民の意見を反映しながら地域特性に応じた将来都市像を明らかにし、その実現に向け

た方策を示す指針となります。 

「平川市都市計画マスタープラン」は平成 22 年 3 月に策定し、その後、人口の減少や急速に進む

少子高齢化、高度情報化の進展、住民の価値観の多様化、国から地方への権限委譲等、本市を取り巻

く社会・環境の変化の中で、策定から 15年以上が経過しました。 

そこで、現在の本市の特性や課題を捉えるとともに、青森県で策定している「都市計画区域マスタ

ープラン」や市の上位計画に即しながら「平川市都市計画マスタープラン」の見直しを行い、これか

ら概ね 20 年後の本市の目指すべき姿や市民にわかりやすいまちづくりの方針を示すことを目的とし

ます。 

 

序－２ 役割 
平川市都市計画マスタープランは、次の 3項目に着目して策定します。 

① 本市の目指すべき将来都市像を明確に示し、都市計画に対する市民の理解を深めます。 

② まちづくりの基本的な整備方針を示すとともに、上位計画や他の施策との整合性・総合性を確

保します。 

③ 市民主体のまちづくりにより、市民のまちづくりに対する積極的な参加の気運を高め、今後の

まちづくりの基本的な体系を作ります。 

 

序－３ 構成 
平川市都市計画マスタープランは、市全体の将来都市像を示す「全体構想」と、市内を身近な地域

に区分し各々の将来都市像を示す｢地域別構想｣、及びそれらの構想を実現させるための「まちづくり

の実現に向けて」で構成します。 

 

 

  

１ 全体構想 

市全体の目指すべき将来都市像や目

標、都市づくりに関わる方針など 

２ 地域別構想 

市内を身近な生活環境等により地域に

区分し、地域ごとに目指すべき将来都

市像など 

３ まちづくりの実現に向けて 

目指すべき将来都市像を具体的に実現す

るための方法や方策など 
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第１章 基礎的調査 

１－１ 人口 

１－１－１ 年齢別人口 

■年少人口、生産年齢人口はともに減少傾向、老年人口は増加傾向にあり、少子高齢化が進行している 

 

 

 

１－１－２ 将来人口予想 

■将来的にも人口減少が続くものと見込まれる 
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１－２ 産業関連 

１－２－１ 就業構造 

■就業者数全体は 

減少傾向である 

■第 1次産業の割合は 

減少傾向である 

■第 3次産業の割合は 

増加傾向である 

 

 

 

 

 

１－３ 土地利用 

１－３－１ 都市計画の指定状況 

■都市計画区域内において、市街化区域は 8.8％を占めている 

 

区域名 面積(ha) 割合(％) 

市街化区域 426.8 8.8 

市街化調整区域 4,422.2 91.2 

都市計画区域(計) 4,849.0 100.0 

 

１－３－２ 地目別土地利用状況 

■自然的土地利用は、農地が約 9割を占めている 

■都市的土地利用は、住宅用地が約 4割を占めている 
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１－４ 住民意向調査 

１－４－１ 概要 

・調査期間：令和 6年(2024 年)10月 1日～10月 31日 

・アンケート送付数：2,000 人 

・アンケート回答数：451人(内、オンライン回答 309人) 

回答率 22.3% 

 

１－４－２ 調査結果 

(１)市街地の今後のあり方              (２)今後の商業施設の出店場所のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)就労のための企業誘致              (４)今後の農地の利用 

 

 

  

１．Ａに近い

10.4%

２．どちらかといえばＡに

近い 11.8%

３．どちらかといえばＢに

近い 27.7%

４．Ｂに近い 43.0%

５．わからない 6.7%
無回答

0.4%

１．既存市街地内の商店

街の活性化（大規模店舗

の出店含む）を図る

32.6%

２．市街地周辺の幹線道

路沿いに新たに大規模

店舗等の出店を誘致す

る 38.4%

３．現状のままでよい

19.1%

４．わからない 7.5%

５．その他 1.8%

無回答 0.7%

１．積極的に企業を誘致

して、市内に働く場所を

増やす 61.0%

２．働く場所は近隣都市

に期待し、通勤しやすい

ように交通条件の改善を

図る 24.4%

３．現状のまま

でよい 8.4%

４．わからない 4.9%

５．その他 0.9%

無回答 0.4%

１．用水路、農道などを積

極的に整備し、農地を保

全する 33.9%

２．大規模及び整備済み

農地は保全し、幹線道路

沿道の農地は宅地、企業

用地、賑わい・交流施設

用地などとして利活用す

る 37.0%

３．現状のままでよい

14.2%

４．わからない

12.9%

５．その他 1.6%

無回答 0.4%

※A：市の活性化を図るためには、郊外などに新しい市街地を

つくるのがよい 

B：市の活性化には、現在ある市街地を活用することがよい 
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「満足」× 5 +「やや満足」× 4＋「普通」× 3 +「やや不満」× 2 +「不満」× 1

回答者数(無回答を除く）
 

 

(５)分野別評価の相関についての分析 

【満足度】【重要度】の算出方法 

 例として満足度(重要度)の算出方法を以下に示します。この算出方法では全員が「満足」(重要)を

選択した場合に 5となり、全員が「不満」(重要でない)を選択した場合には 1の値を示します。 

＜算出方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平川市全体について 

・満足度が低く、重要度が高い領域 C

【優先改善領域】には、「③歩道が整

備され安心して歩くことができる」

「④除雪などの雪対策が充実してい

る」「⑩買い物をする店舗が整ってい

る」「⑭高齢者や障がい者施設が整備

されている」「⑯医療施設や救急医療

体制が充実している」「㉑空き地・空

き家等への対策がされている」「㉒働

く場所(工場・事業所)がある」が該

当する。 

 

 項目  項目 

領
域
Ｂ 

【
維
持
・
改
善
領
域
】 

①山林・農地・河川などの自然環境が保全されて

いる 

⑪体育館などのスポーツ施設が整備されている 

⑬街並み・景観(緑、建物のデザイン等)がきれい

である 

⑮図書館などの社会教育施設が充実している 

⑰集会所などのコミュニティ施設が充実してい

る 

⑳住宅を新築するための宅地が整備されている

領
域
Ａ 

【
現
状
維
持
領
域
】 

②幹線道路や生活道路が整備されている 

⑤防災施設や災害時の避難路、避難施設が整備さ

れている 

⑥上下水道が整備されている 

⑱認定こども園等の子育て支援施設が充実して

いる 

⑲小学校・中学校・高校等の教育施設が充実して

いる 

領
域
Ｄ 

【
改
善
・
見
直
し
領
域
】 

⑦公園や広場、子どもの遊び場等が整備されて

いる 

⑧最寄りの鉄道駅付近が整備されている 

⑨路線バスや鉄道を利用した行動が便利である 

⑫観光・レジャー施設が整備されている 

 

領
域
Ｃ 

【
優
先
改
善
領
域
】 

③歩道が整備され安心して歩くことができる 

④除雪などの雪対策が充実している 

⑩買い物をする店舗が整っている 

⑭高齢者や障がい者施設が整備されている 

⑯医療施設や救急医療体制が充実している 

㉑空き地・空き家等への対策がされている 

㉒働く場所(工場・事業所)がある 
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重要度

満
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度
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領域Ｃ 

【優先改善領域】 

領域Ｂ 

【維持・改善領域】 
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重要度 
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領域Ｄ 

【改善・見直し領域】 
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第２章 全体構想 

２－１ まちづくりの基本理念 
本市のまちづくりは、これまで先人が脈々と築いてきた、産業、歴史、文化を尊重した個性豊かな

まちづくりを目指します。また、当地域の恵まれた自然・風土を生かした産業や観光の活性化、そこ

に住む人々の個性を尊重しながら、人と人とのふれあいのある、郷土や歴史を愛し誇ることのできる

持続的に発展可能なまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ まちづくりの将来像 
 

 

 

 

 

 

図 将来都市構造図(中心エリア) 

 

  

【まちづくりの基本理念】 

ひと・地域・産業がきらめくまち 

まちづくりの将来像(第 2 次平川市長期総合プランより） 

あふれる笑顔 くらし輝く 平川市 
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図 土地利用の方針図(都市計画区域)  
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第３章 地域別構想 

３－１ 地域区分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 平賀市街地地域 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 地域づくり方針図 

～平賀市街地地域の将来像～ 

平川市の中心として、より良い居住環境と 

充実した都市機能を持つ賑わいのあるまち 

図 地域区分図 



9 

３－３ 尾上市街地地域 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 碇ヶ関市街地地域 
  

～尾上市街地地域の将来像～ 

受け継がれた歴史・文化を感じ、恵まれた自然環境と調和したまち 

図 地域づくり方針図 

図 地域づくり方針図 

～碇ヶ関市街地地域の将来像～ 

平川市の南側の玄関口にふさわしい、

自然との調和の取れた交流と 

落ち着きのあるまち 
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３－５ 新拠点整備検討地域 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－６ スマートインターチェンジ優先検討地域 
 

 

 

 

 

  

～新拠点整備検討地域の将来像～ 

平川市の新しい魅力を引き出す 

産業があつまり快適な住環境と 

人々のふれあいが感じられるまち 

～スマートインターチェンジ 

優先検討地域の将来像～ 

自然と調和し地域活力を高める 

平川市の広域の玄関口となるまち 

図 地域づくり方針図 

図 地域づくり方針図 
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３－７ 田園集落地域 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 まちづくりの実現に向けて 

４－１ 基本的な考え方 
これまで先人が脈々と築いてきた、産業、歴史、文化を尊重した個性豊かなまちを担い、定住施策

の展開や交流人口の拡大が可能な持続的に発展するまちづくりを進めることを目指す本計画の実現に

向けて、まちづくりの主体である市民、事業者等と行政がまちの将来像を共有し、それぞれの役割を

認識した上で、適切な役割分担と相互の連携、協働によるまちづくりに取り組むことが重要です。 

 

４－２ まちづくり実現の方策 
市民、事業者等と行政の協働によるまちづくりを進めていくためには、みんなでまちの将来像やま

ちづくりの課題を共有し、まちづくりに対する意識の醸成を図る必要があります。そのため、市民や

事業者等が必要とする情報を積極的に提供していくとともに、まちづくりの普及啓発を推進し、自主

的なまちづくり活動に対して、支援を行います。 

 

【お問い合わせ】 

平川市 建設部 建築住宅課 

TEL 0172-44-1111（代表） 0172-55-7437（直通） 

～田園集落地域の将来像～ 

緑豊かな自然環境の中で、産業と 

調和する安心してくらせるまち 

図 地域づくり方針図 




